
１４２０１７．４ 広報なかの

名称 特別障害者手当 障害児福祉手当

目的

　身体または精神に著しく重度の障がいがあ
る 20 歳以上の特別障がい者の、精神的、物質
的な特別の負担軽減の一助として手当を支給
することにより、福祉の向上を図ることを目
的としています。

　身体または精神に重度の障がいがある満 20
歳未満の重度障がい児に対して、その障がいの
ため必要となる、精神的、物質的な特別の負担
軽減の一助として手当を支給することにより、
特別障がい児の福祉の向上を図ることを目的
としています。

手当の
対象者

　日常生活において、常時特別の介護を必要
とする、20 歳以上の在宅の重度障がい者が支
給対象になります。
＜支給の対象となる障がいの程度＞
おおむね次の障がいが重複する方、またはそ
れと同程度以上の方
○身体障害者手帳の1、2級
○知能指数おおむね 20 以下の知的障がい
○日常生活において常時介護を必要とする程
度の精神障がい

※上記障がい程度は目安ですので、審査後、障
がいの程度によっては、支給基準に該当し
ない場合があります。

※また、以下の場合は手当を受給できません。
・障がい者が障害者支援施設や養護老人
ホーム、特別養護老人ホームなどの施設
に入所しているとき

・障がい者が病院または診療所に継続して
3カ月を超えて入院しているとき

　日常生活において、常時介護を必要とする、
20 歳未満の在宅の重度障がい児が支給対象に
なります。
＜支給の対象となる障がいの程度＞
おおむね次の障がいを有する方、またはそれと
同程度以上の方
○身体障害者手帳の1、2級
○知能指数おおむね 20 以下の知的障がい
○日常生活において常時介護を必要とする程
度の精神障がい

※上記障がい程度は目安ですので、審査後、障
がいの程度によっては、支給基準に該当し
ない場合があります。

※また、以下の場合は手当を受給できません。
　・障がい児が障がいを支給事由とする年金　
　　を受けることができるとき
　・障がい児が障害児入所施設などの施設に　
　　入所しているとき

所得制限
※扶養の状況に
より限度額に
加算できる場
合があります

　手当を受ける方やその配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、手当
の支給が停止されます。

支給額
支給月

【手当月額】　2６，810 円
【支給月】　2月、５月、８月、11 月（各月 10 日）

【手当月額】　1４，580 円
【支給月】　2月、５月、８月、11 月（各月 10 日）

手続き
提出先

〇認定請求書を提出し福祉事務所長の認定を受けることで支給されます。
【必要書類】　①手当認定請求書、②手当所得状況届、③所定の診断書、④その他必要書類

　　手当月額については平成 29 年４月に改定されました。
　　また、本手当受給者またはこれと同程度以上の障がいを有する3歳以上の方（入院・社会福祉施設入
所者は対象外）は、介護用品給付券（オムツなど）、理容料・美容料助成券が給付されます。
　　詳しくはお問い合わせください。

扶養親族
の人数

請求者本人の
所得制限限度額

配偶者、扶養義務者、
養育者の所得制限限度額

０人 ３６０．４ 万円 ６２８．７ 万円
１人 ３９８．４ 万円 ６５３．６ 万円
２人 ４３６．４ 万円 ６７４．９ 万円
３人 ４７４．４ 万円 ６９６．２ 万円
４人 ５１２．４ 万円 ７１７．５ 万円
５人 ５５０．４ 万円 ７３８．８ 万円

問い合わせ・提出先　福祉課障がい福祉係　☎（22）2111（内線2９４・2９５）

福祉 特別障害者手当・障害児福祉手当
～手当を受給するためには申請が必要です～



　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
持
続
性
を
高

め
る
た
め
、
保
険
料
の
軽
減
制
度
が
見
直

さ
れ
ま
す
。
本
年
度
の
保
険
料
額
に
つ
い

て
は
、
７
月
以
降
に
被
保
険
者
の
皆
さ
ん

に
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

均
等
割
額
の
減
額
基
準
見
直
し

　

世
帯
内
の
被
保
険
者
数
に
乗
ず
る
金
額

を
引
き
上
げ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
軽
減
該
当
条
件
が
拡
充
し
ま
す
。

均等割額の減額基準

軽減割合 3月まで 4月から 軽減後の
均等割額

5割軽減

３３万円＋（２６
万５千円×世
帯の被保険者
数）以下の場
合

３ ３ 万円＋
（２７万円×
世帯の被保
険者数）以
下の場合

２０,４５３円

2割軽減
３３万円＋（４８
万円×世帯の
被保険者数） 
以下の場合

３ ３ 万円＋
（４９万円×
世帯の被保
険者数）以
下の場合

３２,７２５円

福祉

  

所
得
割
額
軽
減
特
例
の
段
階
的
見
直
し

　

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
が
58
万
円

以
下
（
年
金
収
入
で
２
１
１
万
円
以
下
）

４
月
か
ら
保
険
料
の
軽
減
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
す

～
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ
～

の
被
保
険
者
の
所
得
割
額
軽
減
特
例
を
段

階
的
に
見
直
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
収
入
で
１
５
３
万
円
以
下

の
場
合
は
、所
得
割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

○
3
月
ま
で　

５
割
軽
減

○
4
月
か
ら　

２
割
軽
減

○
平
成
３０
年
４
月
以
降　

軽
減
な
し

※
均
等
割
額
軽
減
特
例
（
９
割
、
８
・
５

割
軽
減
）
は
、
引
き
続
き
該
当
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
。

  
元
被
扶
養
者
の
均
等
割
額
軽
減
特
例
の

  

段
階
的
見
直
し

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
取
得
直

前
に
被
用
者
保
険
（
市
町
村
国
民
健
康
保

険
・
国
保
組
合
を
除
く
）
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
被
保
険
者
の
均
等
割
額
軽
減
特
例

を
段
階
的
に
見
直
し
ま
す

○
3
月
ま
で　

９
割
軽
減

○
４
月
か
ら　

7
割
軽
減

○
平
成
３０
年
４
月
か
ら　

５
割
軽
減

○
平
成
３1
年
4
月
か
ら　

資
格
取
得
後
２

年
間
に
限
り
５
割
減

※
所
得
割
額
は
、
引
き
続
き
か
か
り
ま
せ

ん
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
３
０
４
）

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
６
（
２
２
９
）
５
３
２
０
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募集

「
中
野
の
チ
カ
ラ
応
援
交
付
金
」
事
業

　

市
で
は
、
協
働
に
よ
る
地
域
づ
く
り
の

推
進
と
市
民
活
動
団
体
の
発
掘
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
地
域
力
を
向
上
さ
せ
る

活
動
を
行
う
団
体
を
支
援
し
ま
す
。

　

昨
年
度
は
、団
体
提
案
型
事
業
７
団
体
、

市
提
案
型
協
働
事
業
２
団
体
に
交
付
し
ま

し
た
。

○
対
象
団
体
の
主
な
要
件

・
５
人
以
上
の
構
成
員
に
よ
り
組
織
さ
れ

て
い
る
、
ま
た
は
組
織
さ
れ
る
見
込
み

が
あ
る
こ
と

・
１
年
以
上
継
続
し
て
活
動
を
行
っ
て
い

る
、
ま
た
は
行
う
見
込
み
が
あ
る
こ
と

○
対
象
事
業

①
団
体
提
案
型
事
業　

自
ら
企
画
し
、
実

施
す
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
新
規

の
事
業

②
市
提
案
型
協
働
事
業　

市
が
定
め
る
次

の
事
業
に
お
い
て
、
自
ら
企
画
し
、
実

施
す
る
も
の
と
し
、
原
則
と
し
て
新
規

の
事
業

・
企
業
と
の
協
働
に
よ
る
地
域
活
性
化
事
業

・
子
育
て
支
援
事
業

・
健
康
長
寿
の
ま
ち
づ
く
り
事
業

・
に
ぎ
わ
い
創
出
事
業

・
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
創
出
事
業

・
空
き
家
活
用
促
進
事
業

・
高
校
生
が
考
え
る
地
域
づ
く
り
事
業

・
地
域
魅
力
ア
ッ
プ
事
業

○
交
付
金
額

①
団
体
提
案
型
事
業
　

・
構
成
員
の
３
分
の
２
以
上
が
30
歳
以
下

の
者
、
ま
た
は
女
性
で
構
成
さ
れ
る
団

体
は
、
対
象
経
費
の
10
分
の
９
以
内
で

限
度
額
30
万
円

・
右
記
以
外
の
団
体
は
、
対
象
経
費
の
４

分
の
３
以
内
で
限
度
額
30
万
円

②
市
提
案
型
協
働
事
業　

対
象
経
費
の
10

分
の
10
以
内
で
限
度
額
10
万
円

○
交
付
金
の
申
請　

交
付
金
交
付
申
請
書

に
、次
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

・
事
業
計
画
書

・
収
支
予
算
書

・
団
体
の
名
簿

・
団
体
の
活
動
状
況
が
分
か
る
書
類

・
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
見
積
書
な
ど
）

○
事
業
の
審
査　

申
請
さ
れ
た
書
類
に
よ

り
内
容
の
審
査
を
行
い
、
交
付
金
の
交

付
事
業
を
決
定
し
ま
す
。

○
募
集
期
限　

５
月
８
日
㈪

○
事
前
相
談
会
（
要
予
約
）

・
日
時　

４
月
20
日
㈭　

午
前
10
時
か
ら

・
会
場　

市
民
会
館
４４
号
会
議
室

　

詳
し
く
は
、
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
下
記
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
）
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

政
策
情
報
課
政
策
推
進
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
１
６
）

▲ＱＲコード


